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賃上げ：3３年ぶりの水準の継続

• 2024年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は5.10％と、1993年以来33年ぶりの5％超えとなる高い伸び。

• 2025年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は、5.25％（中小組合は4.65％）。

※１：調査対象は、連合加盟企業の組合。「中小組合」は、組合員数300人未満の組合。
※２：賞与等を含まない月例賃金ベース。平均賃金方式（集計組合員数による加重平均）の集計。
※３：1990年〜2024年については最終集計結果、2025年については第６回回答集計結果であり、今後数字が変動する可能性がある。

（出典）日本労働組合総連合会「春季生活闘争回答集計結果について」
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（出所）左図：2023 年度版 労働力需給の推計（JILPT）

• 労働力人口の見通しには様々なシナリオがあるが、経済・雇用政策を講じ、経済成長と女性及び高齢者等の労働市
場への参加が一定程度進む場合（成長率ベースライン・労働参加漸進シナリオ）では、2030 年に 6,886 万人、
2040 年に 6,536万人となることが見込まれる。

• 足下の雇用判断では全産業で人手不足であり、特に宿泊・飲食をはじめとするサービス業で人手不足感が強い。

• 全人口より先に労働力人口が減少していくことを踏まえれば、労働力不足は中期的なトレンドと見込まれ、引き続
き、労働力確保のための賃上げが求められる可能性は高い。

労働力人口の見通し

（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」2024年10月1日公表

雇用人員判断DIの推移
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人口減少に伴う構造的人手不足



・課題の把握

Step1：人件費増加額の試算

Step2：利益構造の可視化

Step3：課題のあぶりだし（価格交渉・価格転嫁、デジタル化・IT導入・経営改善など）

・課題別の処方箋

➢ 原資の確保（価格交渉・価格転嫁）支援策：価格交渉促進月間、下請かけこみ寺

➢ 収益力強化（売上拡大・生産性向上）支援策：デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金、省力化投資支援

➢ 経営基盤の安定化（経営改善・再チャレンジ）支援策：中小企業活性化協議会、信用保証制度

➢ 人材確保・事業承継支援策：事業承継・M&A支援、事業承継・M&A補助金

➢ 地域特性に応じた補完策支援策：重点支援地方交付金

中小企業・小規模事業者への賃上げ支援策
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課題の把握(賃上げ・最賃対応特設サイト)

中小企業庁の「ミラサポplus」サイトにおいて、
賃上げ・最賃対応の特設サイトを令和７年10月30日(木)に公開。
（https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/index.html）

＜内容＞
・自社の賃上げ額をまず知っていただく。

・商品・サービス別、顧客別の「利益」を計算し、
「伸ばすべき」商品・サービスを検討していただく。

・賃上げ原資の確保のためのヒントを提供。
－価格交渉・価格転嫁したい
－売上増加・生産性向上したい
－IT導入・省力化したい
－経営改善・事業再生・再チャレンジしたい
－事業承継を進めたい。

・上記の５つの対策のイメージの漫画、企業の事例、相談窓口、
関連する補助金等の施策の紹介
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・課題の把握

Step1：人件費増加額の試算
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Step3：課題のあぶりだし（価格交渉・価格転嫁、デジタル化・IT導入・経営改善など）
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➢ 経営基盤の安定化（経営改善・再チャレンジ）支援策：中小企業活性化協議会、信用保証制度
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中小企業・小規模事業者への賃上げ支援策
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①中小受託取引適正化法【取適法】（従業員基準の追加による対象拡大、協議に応じない一方的な価格決定や手形払いの禁止等。)

②受託中小企業振興法【振興法】（従業員基準の追加による対象拡大、指導・助言に従わない事業者に具体的に改善を促す勧奨を追加等。)

③フリーランス・事業者間取引適正化等法（フリーランスの取引環境、就業環境の整備。 2024年11月施行。）

※①及び②は2026年1月1日より改正法施行。取適法対象外取引に関する適正化策について企業取引研究会（公取・中企庁共催）で検討中。

１. 法の厳正な執行

３. 取引実態の把握・相談対応

①取引Gメン（約330名）が取引実態をヒアリング（年間１万件以上）

②取引かけこみ寺（全国47都道府県に設置）における相談対応を実施（年間１万件以上）

２.民間の自主的取組の後押し

①価格交渉促進月間（2021年９月から開始。毎年９月、3月に実施）に基づく、「発注者リスト」公表、迅速な注意喚起、指導・助言

②価格転嫁を阻害する商習慣の見直し（取組状況の見える化、PDCAサイクルによる改善）

③取引適正化のための自主行動計画（31業種・88団体 ※2025年12月時点）の改訂・徹底

④パートナーシップ構築宣言(83,172社 ※2025年12月24日時点)の周知・実効性の向上

⑤労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2025年12月改正）の周知・徹底

４. 官公需における価格交渉・価格転嫁の促進

①国等の契約の基本方針（2025年4月閣議決定）等を踏まえた、発注者側から少なくとも年１回以上の協議の促進、低入札価格調
査制度や最低制限価格制度の導入拡大・活用（総務省を通じ自治体へ周知。導入状況の見える化・公表）。

※価格交渉促進月間の発注者リストで67自治体が公表されたことを踏まえ、適切な対応を求める文書を総務省から自治体へ発出（8月5日）

②令和8年度予算編成における、経済・物価動向等の適切な反映。令和7年度補正予算の重点支援地方交付金の活用。

→事業所管大臣を通じた業界への働きかけ強化 ※米国関税措置の影響も注視

価格転嫁・取引適正化対策の今後の方向性（まとめ）
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適用対象

製造委託 修理委託
役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）
情報成果物作成委託
（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

取適法（中小受託取引適正化法）の概要
法目的 中小受託取引の公正化 ・ 中小受託事業者の利益保護

禁止行為

受領拒否 報復措置

支払遅延（手形払等の禁止） 有償支給原材料等の対価の早期決済

減額 割引困難な手形の交付

返品 不当な経済上の利益提供要請

買いたたき 不当な給付内容の変更・やり直し

購入・利用強制 協議に応じない一方的な代金決定

特定運送委託

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

義務

発注内容を明示する義務（発注書の交付）

取引に関する書類等を作成・保存する義務（2年）

支払期日（受領後60日以内）を定める義務

遅延利息（14.6％）の支払義務

※赤色は改正内容

措置 公取委による勧告、公取委・中企庁・事業所管大臣による指導・助言
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適用対象

製造委託 修理委託 役務提供委託情報成果物作成委託

振興法（受託中小企業振興法）の概要
法目的 受託中小企業の振興

特定運送委託

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下
（個人含む）

①取引の内容

②規模要件
（製造業、建設業、
運輸業その他）

②規模要件
（サービス業）

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

① 経済産業大臣が中小受託事業者と委託事業者のよるべき基準として「振興基準」※を定める。

※パートナーシップ構築宣言では振興基準遵守が必須（約8万社が宣言）。業界団体の自主行動計画（31業種・88団体）にも振興基準の遵守が盛り込まれる

② 上記の「振興基準」に関し、事業所管大臣から事業者への指導・助言又は勧奨。

③ 調査、公表 （例：価格交渉・転嫁等の状況の「発注者リスト」（発注側企業446社及び71の国の機関・地方公共団体）を公表）

④ サプライチェーンの多段階にある受注側企業と発注側企業が協力して作成する「振興事業計画」について、金融支援。 

⑤ 国及び地方公共団体の責務、連携強化。

具体的な措置

※赤色は改正内容

9



⚫ 価格転嫁率は改善傾向にはあるものの、未だ53.5％と道半ば。業種別にも差がある状況。

価格転嫁の状況
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2025年９月 コスト増に対する転嫁率

全体 ↑ 53.5% (52.4%)

業
種
別

1位 化学 ↑ 66.7% (64.8%)

2位 電機・情報通信機器 ↑ 60.6% (58.4%)

3位 機械製造業 ↑ 59.4% (56.2%)

3位 造船 ↑ 59.4% (57.6%)

5位 食品製造業 ↓ 59.3% (60.3%)

6位 自動車・自動車部品 ↑ 58.9% (56.6%)

7位 飲食サービス ↓ 57.2% (57.3%)

8位 金融・保険 ↑↑ 56.2% (51.1%)

9位 金属 ↑ 54.2% (50.9%)

10位 卸売 ↓ 54.1% (54.4%)

11位 小売 ↑ 54.0% (52.5%)

12位 建設 ↑ 53.2% (52.6%)

13位 鉱業・採石・砂利採取 ↑ 52.9% (52.2%)

14位 電気・ガス・熱供給・水道 ↓ 52.7% (53.6%)

15位 運輸・郵便（トラック運送除く） ↑ 52.4% (51.5%)

16位 不動産業・物品賃貸 ↑ 51.7% (48.5%)

17位 情報サービス・ソフトウェア ↓ 50.9% (54.3%)

18位 石油製品・石炭製品製造 ↑ 50.0% (46.0%)

18位 紙・紙加工 ↓ 50.0% (51.4%)

20位 印刷 ↑ 49.9% (47.7%)

21位 生活関連サービス ↓ 48.9% (50.2%)

22位 繊維 ↑ 48.1% (47.5%)

23位 建材・住宅設備 ↑ 47.2% (46.6%)

24位 製薬 ↓↓↓ 46.7% (64.1%)

25位 通信 ↑↑ 46.6% (37.7%)

26位 広告 ↑ 43.4% (38.7%)

27位 農業・林業 ↓ 42.3% (45.0%)

28位 廃棄物処理 ↑ 41.1% (39.3%)

29位 放送コンテンツ ↓ 40.1% (43.2%)

30位 トラック運送 ↓ 34.7% (36.1%)

ー その他 ー

業種別の価格転嫁率

※2022年3月は集計方法が異なるため参考値。

（％）

価格転嫁率の推移

※↑：１〜４ポイント上昇、↑↑：５〜９ポイント上昇、↑↑↑：10ポイント以上上昇。（）内は前回の転嫁率を示す。 10



価格交渉の状況

①
発注企業から、交渉の申し入れがあり、
価格交渉が行われた。

②
受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が行われた。

③
コストが上昇し、発注企業から申し入れがあったが、
発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。

④
コストが上昇したが、発注企業から申し入れがなく、
発注減少や取引停止を恐れ、
交渉を申し出なかった。

⑤
コストが上昇し、発注企業から申し入れがなく、
受注企業から交渉を申し出たが、
応じてもらえなかった。

• 「発注側企業から申し入れがあり、価格交渉が行われた」割合（①）は、前回から約３ポイント増の34.6％。

• 「価格交渉が行われた」割合（①②）は全体の89.4％。

• 「価格交渉が行われなかった」割合（③④⑤）はほぼ横ばいの状況（前回10.8％→10.6％）。

➢ 発注企業からの申し入れは浸透しつつあるものの、引き続き、受注企業の意に反して交渉が行われなかった者が約

１割。協議に応じない一方的な価格決定の禁止を盛り込んだ「中小受託取引適正化法」の施行・厳正な執行などを

通して、価格交渉・転嫁への更なる機運醸成が重要。

※「価格交渉不要」の回答を除いた分布。
※本調査の回答は、下請法の対象外取引も含まれ得ることに留意。以下同じ。

直近６か月間における価格交渉の状況
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価格転嫁の状況①【コスト全般】

• コスト全体の価格転嫁率は53.5％。今年３月時点より約１ポイント増加（前回52.4%→53.5％）。

• 「一部でも転嫁できた」割合（①②③④）は、８割超。

• 「転嫁できなかった」「マイナスとなった」割合（⑤⑥）は横ばいの状況（前回16.9％→16.8％）。

➢ 価格転嫁の状況はほぼ横ばいであり、引き続き、転嫁できない企業と二極分離の状態が継続している。転嫁が困難な
企業への更なる対策が重要。

直近６か月間における価格転嫁の状況

※「価格転嫁不要」の回答を除いた分布 12



原材料費 労務費

①10割

④３割、２割、１割

②９割、８割、７割

⑤０割

③６割、５割、４割

⑥マイナス

• 労務費の転嫁率は、はじめて５割に到達したものの、原材料費と比較して約５ポイント低い。

• エネルギー費の転嫁率は、前回から上昇したものの、要素別では最も低い水準となっている。

➢ 労務費に限らず、原材料費・エネルギー費を含めたコスト全般の価格転嫁を一層推進していく必要がある。

※「価格転嫁不要」の回答を除いた分布

エネルギー費

価格転嫁の状況②【コスト要素別】
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●発注企業から「価格交渉を行いたい」旨の連絡があり、価格交渉を行った。交渉の中ではコスト増のエビデンスを示し、要望に対
して１０割の価格転嫁が実現した。（輸送用機械製造）

●発注企業が自らの「パートナーシップ構築宣言」を示して価格交渉に応じる姿勢をとっており、要望に対して１０割の価格転嫁が
実現した。また、発注企業購買部門から発注企業各部門との取引に問題が無いか、調査が実施されている。（生産用機械器具製造）

●十分な価格転嫁を認める上に、他社との間の価格交渉で使用する資料の作成支援や生産性向上に繋がるアドバイスを行ってくれる
発注企業もある。（業務用機械器具製造）

●発注企業から適切な休眠型の保管費用が支払われている他に、メンテナンスに要する費用も適切に支払われている。（電気機械器
具製造）

●発注企業と受託企業が集まる会合で、発注企業の役員が価格交渉に応じる旨を宣言している。（運輸業）

発注側の好事例

価格交渉・価格転嫁の好事例

受注側の好事例

●各種コストの上昇分を全て転嫁して見積りを作成して価格交渉を行っており、利益の出ない業務の受注は行わないことにしている。
（電気機械器具製造）

●適切な見積りを通じた価格交渉を行い、労務費２割アップを実現した。（繊維工業）

●日頃から良好な協力関係を維持していることを背景に、各種コストの転嫁をスムーズに実現できた。（輸送用機械器具製造）

●よろず支援拠点の支援を受けて製品の原価計算を適切に行った上で、発注企業の反応を見定めつつ、粘り強く交渉を行って価格転
嫁を実現した（食料品製造業）

●短いスパンでの価格改定ルールを主導して作り、発注企業と定期的な価格協議を行っている。（食料品製造業）
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賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ
 中小企業・小規模事業者の賃上げに向けた価格転嫁・取引適正化や省力化・生産性向上を、各省庁・所管業界において

進めるため、佐藤官房副長官がトップの関係局長等によるワーキンググループを開催。

概要

内容

⚫ 各省庁・各業界の価格転嫁・取引適正化の取組の進捗報告

⚫ 下請法の執行状況、取適法の執行準備状況の報告

⚫ 労務費転嫁指針の改正

⚫ 官公需における価格転嫁の取組徹底

⚫ 省力化投資促進プランの対象業種への警備業の追加

佐藤官房副長官より、各省庁に対して、所管業界や官公需における価格転嫁・取引適正化の更なる推進とフォローアップを行うこと、
省力化投資の着実な実行等について指示。また、こうした一連の取組については、来年１月・２月を中心に、全ての都道
府県で開催予定の「地方版政労使会議」で周知徹底を図るよう指示。 15

⚫ 開催日時：2025年12月22日（月）16:30～17:00

⚫ 開催場所：首相官邸２階小ホール

⚫ 出席者 ：内閣官房副長官（参）、内閣官房副長官補（内政）、成長戦略本部事務局長代理、中小企業庁長官、公正取引委

員会経済取引局長、財務省主計局次長、総務省自治行政局長及び各省庁の事業所管担当局長。

※本WGは、「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」を改組し、「省力化投資プランの策定と実行のための関係府省

庁連絡会議」及び「労務費の適切な転嫁のための関係省庁連絡会議」の議論を引き継ぐ形で設置。



佐藤内閣官房副長官からの指示事項（１／２）

１．各事業所管省庁から業界団体への要請
⚫ これまでに要請した事項の取組状況をフォローアップすること。特に、価格転嫁を阻害

する商習慣として取り組むべき課題を洗い出し、その対応を含め、自主行動計画に反映
すること。

⚫ 自主行動計画について、取適法・振興法を踏まえた改定が未実施な場合には、速やかに
改定するとともに、パートナーシップ構築宣言を行う旨盛り込むこと。

⚫ 特に、価格転嫁の状況が芳しくない、トラック運送、通信、広告、農業・林業、廃棄物
処理、放送コンテンツ等においては、転嫁状況の改善に向けて、強力に指導すること。

⚫ 警備、ビルメンテナンス、広告等の間接経費についても、契約の適正化を進め、価格転
嫁の対象とすることを検討すること。

⚫ 改正された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を周知徹底すること。

２．各事業所管省庁における取組 

⚫ 来年1月1日に施行される中小受託取引適正化法（取適法）及び受託中小企業振興法（振
興法）について、引き続き所管業界へ周知徹底を行うとともに、省庁間連携による執行
強化のため必要な体制を整備すること。

⚫ 米国関税や経済動向の変化に伴い、サプライチェーン全体での取引適正化の取組が阻害
されることがないよう、所管業界の取引実態を注視すること。

⚫ 取適法の勧告を受けた事業者に対する、補助金交付や入札参加資格停止措置の検討を引
き続き進めること。

Ⅰ.価格転嫁・取引適正化

各省庁に指示する佐藤内閣官房副長官
（写真中央）
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佐藤内閣官房副長官からの指示事項（２／２）

⚫ビルメンテナンス・庁舎清掃・警備契約における総合評価落札方式の適用拡大、低入札価格調査基準の見直し、期中改定等
の徹底、本府省庁等から地方支分部局等への支援など、各府省庁等の契約における適切な価格転嫁の推進に向けた申合せを
踏まえ、実施を徹底するとともに、総務省を通じて、地方公共団体での取組の徹底を図ること。

⚫最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について、事業所管省庁において主要な業種の価格基準を今年度内に策定すると
もに、基準を見直すことを含め、各制度の趣旨に則った対応を徹底すること。

⚫総務省及び内閣府におかれては、重点支援地方交付金を活用し地方公共団体の公共調達における労務費を含めた価格転嫁の
円滑化に対応するため、推奨メニューや先行事例の紹介など取組を支援すること。

⚫中小企業庁におかれては、これまでも中心的に取り組んできた内閣官房・財務省・総務省と連携し、目標年度や定量的な目
標を含む官公需における価格転嫁を徹底するための対応策について検討し、来春を目途に進捗を報告すること。

⚫各省庁の政務・幹部が地方自治体の首長・幹部と面会等する機会を捉え、官公需における価格転嫁・取引適正化を要請する
こと。

Ⅱ.官公需における価格転嫁・取引適正化

⚫ 警察庁におかれては、警備業の省力化投資促進プランを着実に実行すること。

⚫ 関係省庁におかれては、これまでに策定した省力化投資促進プランの実行を進め、その取組を次回WGで報告すること。

⚫ 関係省庁におかれては、令和8年度から各都道府県のよろず支援拠点内に設置される「生産性向上支援センタ－」の体制整備
や周知広報に協力すること。

Ⅲ.省力化投資

これらの取組状況については、継続的にフォローアップを行い、各省庁から報告すること。
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各業界団体における自主行動計画の改定状況
 令和７年12月時点で、31業種88団体が取引適正化に関する自主行動計画を策定。各団体において、法改正を踏まえた

改定作業を順次進めている。

 既に改定済みの団体は11団体。改定の目途がたっているのは41団体。改定の予定はあるものの、時期が未定であるのは
28団体。改定の予定がない、あるいは回答が得られていないのは８団体。引き続き、各事業所管省庁を通じ、法改正内
容の自主行動計画への反映を促していく必要あり。

日本ダイカスト協会（令和8年3月まで）
日本粉末冶金工業会（令和8年3月まで）
日本鋳鍛鋼会（令和8年3月まで）
日本金型工業会（令和8年3月まで）
日本ガス石油機器工業会（令和8年3月まで）
日本鍛圧機械工業会（令和8年3月まで）
日本工業炉協会（令和8年3月まで）
日本建材・住宅設備産業協会
（令和8年3月予定）
日本ロボット工業会（令和8年3月予定）
日本計量機器工業連合会
（令和8年3月予定）
日本チェーンドラッグストア協会
（令和8年3月予定）
全国銀行協会（令和8年3月頃予定）
日本フードサービス協会（令和8年度中）
日本プラスチック工業連盟（令和8年4月まで）
日本化学工業協会（令和8年4月まで）
塩ビ工業・環境協会（令和8年4月まで）
化成品工業協会（令和8年4月まで）
石油化学工業協会（令和8年4月まで）
日本ゴム工業会（令和8年4月まで）
日本工作機械工業会（令和8年4月予定）

日本産業機械工業会（令和7年12月予定）
全日本トラック協会（令和7年12月末予定）
電気通信事業者協会（令和8年1月予定）
酒類業中央団体連絡協議会
（令和8年1月予定）
情報サービス産業協会（令和8年1月予定）
日本外食品流通協会（令和8年1月予定）
日本繊維産業連盟（令和8年1月予定）
日本オフィス家具協会（令和8年1月予定）
日本分析機器工業会（令和8年1月予定）
日本電機工業会（令和8年1月予定）
日本航空宇宙工業会（令和8年1月予定）
日本造船工業会（令和8年2月予定）
日本中小型造船工業会（令和8年2月予定）
カメラ映像機器工業会（令和8年2月予定）
日本スーパーマーケット協会
（令和8年3月まで）
日本金属熱処理工業会（令和8年3月まで）
日本鍛造協会（令和8年3月まで）
日本鋳造協会（令和8年3月まで）
日本DIY・ホームセンター協会
（令和8年3月まで）
日本金属プレス工業協会（令和8年3月まで）
日本バルブ工業会（令和8年3月まで）

改定済みの団体一覧（11団体）

全国警備業協会（令和7年9月）
日本インターネットプロバイダー協会
（令和7年10月7日新規策定、策定時点で
法改正の内容を反映済み）

テレコムサービス協会
（令和7年10月8日新規策定、策定時点で
法改正の内容を反映済み）

日本鉄道車輌工業会
（令和7年11月22日）
電子情報技術産業協会
（令和7年12月9日）
全国段ボール工業組合連合会
（令和7年12月12日、令和8年1月公開予定）
住宅生産団体連合会（令和7年12月17日）
日本製紙連合会（令和7年12月22日）
日本自動車工業会（令和7年12月）
日本自動車部品工業会
（令和7年12月）
日本ボランタリーチェーン協会
（改定済み、令和8年1月1日付公開予定）

改定予定（※改定時期目途あり）の団体一覧（41団体）

改定予定なし/回答なしの団体一覧（８団体）

日本貿易会
日本動画協会
日本建設業連合会

放送コンテンツ適正取引推進協議会
デジタルメディア協会
全国ビルメンテナンス協会
食品産業センター
日本加工食品卸協会
日本給食品連合会
全国給食事業協同組合連合会
全国魚卸売市場連合会
全国青果卸売市場協会
日本フランチャイズチェーン協会
日本鉄鋼連盟
日本伸銅協会
日本電線工業会
マンション管理業協会

日本建設機械工業会
送配電網協議会
全国建設業協会
日本広告業協会
協同組合日本映画製作者協会
日本映画製作者連盟
日本映像職能連合
日本映画制作適正化機構
日本印刷産業連合会
日本賃貸住宅管理協会
日本防衛装備工業会
日本家具産業振興会
アジア家具フォーラム
全日本ベッド工業会

改定予定（※改定時期未定）の団体一覧（28団体）

情報通信ネットワーク産業協会
全国スーパーマーケット協会
日本アルミニウム協会
日本半導体製造装置協会
ビジネス機械・情報システム産業協会
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官公需（※）における価格交渉・価格転嫁の状況

• 官公需の回答数は7,193件に増加（前回5,593件）。価格転嫁率は、52.1％（前回52.3％）。

• なお、官公需全体では「入札により価格決定している」割合が約９割（官公需以外では、約１割）。

• 「価格交渉が行われた」割合は、約９割（前回89.3％→89.5％）。

直近６か月間における価格交渉の状況

※ 「官公需」とは、国や地方公共団体等が、物品購入・役務の提供依頼・⼯事の発注を行うこと。

転嫁率【コスト全額】

52.1％

直近６か月間における価格転嫁の状況

※「価格交渉不要」、「価格転嫁不要」の回答を除いた分布。

①
発注企業から、交渉の申し入れがあり、
価格交渉が行われた。

②
受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が行われた。

③
コストが上昇し、発注企業から申し入れが
あったが、発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。

④
コストが上昇したが、発注企業から申し入れ
がなく、発注減少や取引停止を恐れ、
交渉を申し出なかった。

⑤
コストが上昇し、発注企業から申し入れがな
く、受注企業から交渉を申し出たが、
応じてもらえなかった。

①10割

②9割、8割、7割

③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤０割

⑥マイナス

n＝4,285
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地方では、公的需要が地域経済に占める割合が高い

⚫ 官公需など公需は、GDPの１／４を占める。地方ほどその割合は大きく、地域経済に与える影響も大きい。
⚫ 物価上昇を上回る賃上げの実現に向けて、国（地方支分部局、独法、国立大学法人等を含む）・地方公共

団体が率先垂範し、官公需における価格転嫁を徹底していく。

新資本実現会議
資料を一部修正

25.0%
25.3%

27.0%
27.0%

28.5%
29.0%
29.1%
29.4%
29.5%
29.7%
30.0%
30.6%
30.7%
30.9%
31.1%
31.1%
31.2%
32.1%

33.9%
35.2%
35.8%

37.5%
42.4%

26.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

山梨県
石川県
愛媛県
山形県
佐賀県
宮崎県
北海道
熊本県
福井県

和歌山県
青森県
大分県
福島県
長崎県
奈良県
岩手県

鹿児島県
徳島県
島根県
秋田県
鳥取県
沖縄県
高知県
全国

9.5%
13.8%

16.9%
17.1%
17.4%
17.5%
17.9%
17.9%
18.2%
19.2%
20.0%
20.3%
20.7%
20.7%
21.4%
21.5%
21.8%
22.4%
22.6%
23.4%
23.4%
23.5%
23.8%
24.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

東京都
愛知県
静岡県
栃木県
茨城県
群馬県
滋賀県
大阪府

神奈川県
三重県
京都府
兵庫県
富山県
千葉県
広島県
埼玉県
山口県
岡山県
岐阜県
香川県
宮城県
福岡県
新潟県
長野県

※赤は公的需要対GDP比が30％以上の
都道府県。

公的需要が都道府県GDPに占める割合（2021年度）
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官公需における価格転嫁・取引適正化

発注の改善

発注後の対応

• 国・独立行政法人等の低入札価格調査制度の適切な運用、工事以外の請負契約への拡大。

• 地方自治体における低入札価格調査制度・最低制限価格制度の工事関係での速やかな導入徹底と工事契
約以外への導入拡大。総務省による実態調査の公表、通知。

• 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の設定基準（現在は概ね60％）について、業種毎の適正水準の
検証・見直し。

• 予定価格が最低賃金やエネルギー代金の上昇に対応できるよう、必要な予算の確保や「重点支援地方交
付金」の活用。

＜参考：業界ごとの取組例＞
• 第3次担い手三法※の改正によるスライド条項の活用、受注者からの申出に対する誠実協議の義務化（国土交通省）
※公共工事品確法、建築業法、公共工事適正化法

• ビルメンテナンス業に係る発注事務ガイドラインを労務費指針等を踏まえ改定（厚労省）

• 官公需印刷物の入札・契約に関する実態調査、配慮依頼の通知（総務省・経産省）

• 一般廃棄物処理業務の価格転嫁に関する通知、実態調査及び結果通知（環境省）

• 警備業における顧客との交渉における好事例集の作成・周知（全国警備業協会）

• 「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改定」等の対応の徹底。

• 最低賃金等の上昇に対応できるよう、必要な予算の確保や「重点支援地方交付金」の活用。

• 価格交渉促進月間FU調査の官公需リスト公表（中企庁）、地方自治体へ結果通知（総務省）

横断的取組 • 「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」及び措置状況調査の結果公表（中企庁）

• 全自治体における官公需相談窓口の設置（取引かけこみ寺とも連携）（総務省）

• 総合経済対策（令和7年11月21日閣議決定）に基づき、関係省庁一丸となって強力に実行する。
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取引かけこみ寺

• 各都道府県の中小企業振興機関協会の協力を得て、本部及び全国47都道府県に「取引かけこみ寺」を設置。

• 代金の減額や買いたたきといった取引上の悩みに関する様々な相談を受け付け、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行う。
年間11,000件超の相談に対応。（2024年度）

• 令和7年6月に、官公需に関する相談の受付も開始。

相談無料 全国48か所

秘密厳守 匿名相談可能

代金減額

知財侵害

不当なやり直し

不当返品

不当な経済上
利益提供要請

一方的な
代金決定

買いたたき

代金の未払い
不当な
受領拒否

官公需

• 弁護士による無料相談

• 裁判外紛争解決手続（ADR）

• 取適法違反のおそれがある場合、

中小企業庁への通報

• 地方公共団体における官公需

相談窓口を紹介
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適正な取引のためには、価格交渉をすることが大切です。
労務費を反映した価格交渉、始めませんか？

◼ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において、発注者・受
注者各々の採るべき行動、求められる行動を公表しています。価格交渉の申し
込み様式例と併せてご活用ください。

労務費の転嫁にかかる12の行動指針

価格交渉の申し込み様式例

労務費、原材料費、エネルギー費それぞれを明示す
る様式例です。今後の交渉にぜひお役立てください。

【産業部 取引適正化推進室】】

採るべき行動／求められる行動

発注者 受注者

①本社(経営トップ)の関与 ①相談窓口の活用

②発注者側からの定期的な
 協議の実施

②根拠とする資料は最低賃金上昇率等の公
表資料とすること。

③説明・資料を求める場合
 は公表資料とすること ③賃上げ要請のタイミング

価格交渉を申し出やすいタイミングや、受
注者の交渉力が比較的優位なタイミングな
どの機会を活用して行うこと。④サプライチェーン全体での

 適切な価格転嫁を行う

⑤要請があれば協議のテー
 ブルにつくこと

④発注者から価格を提示されるのを待たず
に自ら希望する額を提示すること。

⑥必要に応じ考え方を提案
 すること

発注者・受注者の双方

①定期的なコミュニケーション

②交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

指針に沿わない行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合は、
公正取引委員会において独禁法・下請法に基づき厳正に対処。

労務費の適切な
転嫁のための価
格交渉に関する
指針
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価格転嫁に前向きな企業も多く存在します。
価格交渉、始めませんか？ 【産業部 取引適正化推進室】】

◼ 「価格交渉促進月間」フォローアップ調査では価格交渉・
価格転嫁の状況が公表されています。また、価格転嫁・取
引適正化に積極的な企業のリストが公表されています。是
非、価格交渉を始める切っ掛けとしてご活用ください。

◼ 「パートナーシップ構築宣言」を行っている企業も価格転嫁・取引適正
化に前向きです。是非、価格交渉を始める切っ掛けとしてご活用くださ
い。

「パートナーシップ構築
宣言」を行っている企業
を検索できます。取引先
が宣言していませんか？
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・課題の把握

Step1：人件費増加額の試算

Step2：利益構造の可視化

Step3：課題のあぶりだし（価格交渉・価格転嫁、デジタル化・IT導入・経営改善など）

・課題別の処方箋

➢ 原資の確保（価格交渉・価格転嫁）支援策：価格交渉促進月間、下請かけこみ寺

➢ 収益力強化（売上拡大・生産性向上）支援策：デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金、省力化投資支援

➢ 経営基盤の安定化（経営改善・再チャレンジ）支援策：中小企業活性化協議会、信用保証制度

➢ 人材確保・事業承継支援策：事業承継・M&A支援、事業承継・M&A補助金

➢ 地域特性に応じた補完策支援策：重点支援地方交付金

中小企業・小規模事業者への賃上げ支援策
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労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化
⚫ 労働供給制約をはじめ物価高、米国関税など厳しい経営環境において賃上げを実現するため、今後、「労働供給制約社会

の中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略（仮称）」の検討に着手する。

⚫ こうした考え方を先取りして、今般の経済対策において、企業の事業規模・成長ステージにあわせた支援を実施していく。

中小企業を巡る厳しい経営環境

事業規模・成長ステージに合わせた支援が必要

✓ 2026年１月施行の中小受託取引適正化
法・受託中小企業振興法の周知徹底と厳
正な執行

✓ 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交
渉促進月間フォローアップ調査等による
発注者への指導等の徹底

✓ 国・地方自治体から民間への請負契約等
の単価の見直し

官公需も含めた価格転嫁・
取引適正化の更なる徹底

伴走支援体制の強化・金融支援 等

■プッシュ型による伴走支援の体制強化等
✓ 支援機関（よろず支援拠点、商工会・商工会議所等）の体制強化
✓ 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
✓ 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

事業承継・Ｍ＆Ａによる
事業再編

✓ 設備投資や専門家活用等への支援を通じ
た円滑な事業承継・M&Aの推進

✓ 金融機関等との連携による事業承継・引
継ぎ支援センターの体制強化やM&Aア
ドバイザーに係る資格制度の創設等の施
策を盛りこんだ「中小M&A市場改革プ
ラン」の推進

■飛躍的な成長を目指す事業者
（スケールアップ型）への支援

✓ 100億企業や中堅企業の創出をはじめとした、
地域経済を牽引する成長志向型の企業創出に
向けた財政支援、金融支援等の抜本強化

成長支援・生産性向上

■持続的発展を目指す事業者
（パワーアップ型）への支援

✓ 生産性向上に資する設備投資、新事業進出、
販路開拓の推進

✓ 業種別の「省力化投資促進プラン」を踏まえ
たデジタル化・省力化投資の推進

■金融支援の抜本強化
✓ 信用保証制度におけるメニューの新設、活用促進
✓ 中小企業活性化協議会の体制の強化 等

✓ 日本公庫による資金繰り支援の拡充

■重点支援交付金との連携強化

物価高（仕入れ・原材料コスト増等） 米国関税影響

労働供給制約
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令和７年度補正予算（中小企業・小規模事業者等関連予算）

⚫ 中小企業成長加速化補助金の拡充【3,400億円の内数】

― 売上高100億円を超える中小企業（100億企業）創出に向けて、飛躍的
な成長を志向する企業に対する財政支援を実施

⚫ 大規模成長投資支援【4,121億円（新規2,000億円、既存2,121億円）】

― 中堅・中小企業が、賃上げに向けた省⼒化等による労働⽣産性の抜本
的な向上と事業規模の拡⼤を図るための⼤規模な投資に対する支援を
継続（新規公募分として基金2,000億円を措置し、 100億宣言企業向け
に、うち1,000億円程度を確保）

⚫ 生産性向上の支援（生産性革命推進事業のうち、デジタル化・AI導入補助金、

持続化補助金、事業承継・M&A補助金）【3,400億円の内数】

― ⽣産性向上に向けて、デジタル化や、販路開拓、事業承継・M&Aに係
る設備投資等を後押しするとともに、物価高や米国関税影響を踏まえ
たソフト支援を実施

⚫ 革新的製品等開発や新事業進出支援【既存基金の活用（1,200億円規模）】

― 中小企業等の革新的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出
等に係る設備投資等を支援

⚫ 省⼒化投資支援【既存基金の活用（1,800億円規模）】

― 人手不足に対応し、省⼒化に資する設備投資を支援。業種別の「省⼒
化投資促進プラン」を踏まえ、従業員規模ごとの補助上限額の見直し
などを実施

⚫ プッシュ型による伴走支援の体制強化等【376億円の内数】

― 支援機関（商工会・商工会議所、認定支援機関、よろず支援拠点（⽣
産性向上支援センター含む）、活性協、承継センター等）の体制強化

― 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
― 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

⚫ 信用保証制度におけるメニュー新設等【152億円】

― 経営改善や事業再⽣に取組む中小企業や、民間金融機関やモニタリ
ング能⼒を有する者との連携強化を行う中小企業等の借入に対して
信用保証協会が保証を行い、当該保証に係る保証料の補助を実施

⚫ 日本政策金融公庫等による資金繰り支援事業【40億円】

― 日本政策金融公庫等において、米国関税措置の影響を受けた事業者
等に対して資金繰り支援を実施

⚫ なりわい再建支援事業等による被災地域の復興支援【268億円】

― 令和６年能登半島地震等、令和３年・令和４年福島県沖地震、令和
２年７月豪雨により被害を受けた中小企業等が行う施設・設備の復
旧・復興を支援

⚫  局激指定災害への支援拡充等【53億円の内数】

― 局激指定災害に関する自治体連携補助金の補助上限引上げや災害救
助法適用を受けた災害からの復旧支援

１．成長投資支援

２．生産性向上・省⼒化投資支援

３．伴走支援

５．資金繰り支援

４．取引適正化

６．災害支援

総額8,364億円、既存基金の活用を含め約1兆1,300億円

⚫ 官公需も含めた価格転嫁・取引適正化の更なる徹底【7.6億円】

― 2026年１月施行の中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の周
知徹底と厳正な執行

― 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交渉促進月間フォローアップ
調査等による発注者への指導等の徹底

― 国・地方自治体において、民間への請負契約等の単価見直しや、単
価・発注における物価上昇を踏まえた予定価格等の予算確保、最低
制限価格制度及び低入札価格調査制度の基準等の見直しを行う

※上記の施策に加え、重点支援地方交付金の活用を推奨 27



よろず支援拠点
全国４７都道府県に設置。専門家約1000人

「生産性向上を支援するセンター」の新設
生産性向上支援サポーターによる伴走支援

価格転嫁サポート窓口

中小企業活性化協議会
全国４７都道府県に設置。 相談員約450人

「早期経営改善計画」策定支援、協議会の体制強化

事業承継・引継ぎ支援センター
全国４７都道府県に設置 相談員約700人

「事業承継計画」策定支援・センターの体制強化

【かかりつけ医】

税理士等による
認定経営革新等支援機関

（約35,000者）

商工会・商工会議所等
（経営指導員約7,500人）

各金融機関 等
（地銀、信金、信組等）

⚫ 賃上げを実現しようとする事業者に対して、１） 「かかりつけ医」である金融機関、支援機関側の積極的な働きかけ（プッシュ型）によ
り稼ぐ力を高める方法について、気づきの機会を提供し、２）「専門医」による寄り添った支援（伴走支援）を拡大。

⚫ 徹底した伴走支援を通じた生産性向上・省力化投資等の抜本強化を行うことを経済対策で決定（赤文字部分を経済対策に盛り込み）。

（参考）徹底した伴走支援を通じた生産性向上・省力化投資等の抜本強化

商工会・商工会議所
年間406万件の経営指導の中で実施。

経営指導員約7,500人
経営指導員、外部専門家の経営相談体制強化

売上増

売上増

原価を簡単に計算
できるツールに加
え、省力化の「デジ
タル支援ツール」を
新たに開発し、プッ
シュ型で働きかけ

賃上げを支援する機関のネットワーク

寄り添った
支援
  ＜伴走支援＞

相談案件の
つなぎ

中小企業・小規模事業者

【専門医】

積極的な働きかけによる
気づきの提供と相談対応

＜プッシュ型＞

【主な支援策】
（経済対策で強化）

⚫生産性革命推進事業
・デジタル化・AI導入
補助金

・持続化補助金 等

⚫新事業進出・ものづく
り補助金

⚫省力化投資補助金
⚫公庫等による金融支援
⚫取引適正化の徹底

⚫事業承継・M&A
補助金

業種毎の
生産性向上

価格転嫁

再生
再チャレンジ

事業承継

特設HP等を通じた
気づきの機会の提供

プッシュ型による気
づきの機会（健康診
断）の提供と関係機
関連携のモデル事業
の実施、認定経営革
新等支援機関による
想起経営改善計画の
策定支援（ V アッ
プ）

（参考）経済対策の該当箇所
今般の米国関税措置や事業環境の変化を踏まえ、プッシュ型による伴走支援体制を強化する。よろず支援拠点に生産性向上支援センター（仮称）を設置するほか、商工会・商工会議所をはじめとし
た支援機関の体制強化を行うとともに、関係機関が連携した伴走支援のモデルを創出する。
これらにより、企業の成長や生産性向上への気付きを促し、全国津々浦々の中小企業・小規模事業者の賃上げを実現するサポート体制を整備する。

※重点支援地方交付金を活
用した、地方自治体による
中小企業の賃上げ環境整備
の取組と相互に補完
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【キュポラ式】※コークスを使用 【誘導加熱式】※電気を使用

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業場全体の設備・設計を見直し。３年で37.1％の省
エネを実現予定。

【平釜】 【立釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利用

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への更新を補助

• 補助率：1/2 等

• 補助上限額：３億円 等

※水素対応設備への改造等を補助対象に追加

（Ⅰ）
工場・
事業場型

• 工場・事業場全体で大幅な省エネを図る取組みに対して補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大） 等

• 補助上限額：15億円 等

※サプライチェーン連携枠を創設

（Ⅲ）
設備
単位型

• リストから選択する機器への更新を補助

• 補助率：1/3 等

• 補助上限額：１億円 等

※トップ性能枠では、新設も対象に追加（GXⅢ類型創設）

（Ⅳ）
EMS型

• EMS（エネルギーマネジメントシステム）の導入を補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大）

• 補助上限額：１億円

【見える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

省エネ・非化石転換補助金

⚫ エネルギーコスト高対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、工場全体の省エネ（Ⅰ）、製造プロセスの電化・
燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジメントシステムの導入（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後
押し。

⚫ 令和７年度補正より、GXⅢ類型を創設するとともに、サプライチェーンで連携した取組等への支援を強化する。

【国庫債務負担行為含め総額 2,450億円】
※令和７年度補正予算案額：675億円
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・課題の把握

Step1：人件費増加額の試算

Step2：利益構造の可視化

Step3：課題のあぶりだし（価格交渉・価格転嫁、デジタル化・IT導入・経営改善など）

・課題別の処方箋

➢ 原資の確保（価格交渉・価格転嫁）支援策：価格交渉促進月間、下請かけこみ寺

➢ 収益力強化（売上拡大・生産性向上）支援策：デジタル化・AI導入補助金、持続化補助金

➢ 経営基盤の安定化（経営改善・再チャレンジ）支援策：中小企業活性化協議会、信用保証制度

➢ 人材確保・事業承継支援策：事業承継・M&A支援、事業承継・M&A補助金

➢ 地域特性に応じた補完策支援策：重点支援地方交付金

中小企業・小規模事業者への賃上げ支援策
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重点支援地方交付金・推奨事業メニュー
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新潟県新潟市 地方公共団体発注の公共調達における価格転嫁の推進（公共調達）

事業目的：
物価高騰において賃上げ環境を整備するため、当自治体の公共調達におい

て労務費を含めた価格転嫁を促進する。

事業概要：
物価高騰による原材料費等の価格上昇に対応するため、長期継続契約にて

委託を実施している公共調達について年度途中で物価高騰に対応する形で労
務費を含めた価格転嫁を実施。（清掃事業者、学校給食の調達等）

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
約56,000千円

執行スキーム：

価格転嫁の推進

新潟県新潟市 委託事業者

関連する主な国の支援策等：
・よろず支援拠点 価格転嫁サポート窓口
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・パートナーシップ構築宣言
・価格交渉促進月間

北海道清里町 地方公共団体発注の公共調達における価格転嫁の促進（公共調達）

事業目的：
物価高騰において賃上げ環境を整備するため、当自治体の公共調達におい

て労務費を含めた価格転嫁を促進する。

事業概要：
物価高騰による原材料費等の価格上昇に対応するため、公共調達について

年度途中で物価高騰に対応する形で労務費を含めた価格転嫁を実施。
（公共施設運営費等）

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年3月

事業予算額：
約28,750千円（一部充当）

執行スキーム：

価格転嫁の推進

北海道清里町 委託事業者

関連する主な国の支援策等：
・よろず支援拠点 価格転嫁サポート窓口
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・パートナーシップ構築宣言
・価格交渉促進月間

重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例
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重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例

大分県 大分県省力化・生産性向上支援補助金

事業目的：
物価上昇の中で生産性を向上させ賃金を引上げる中小企業等を支援するた

め、奨励金の支給を行う。

事業概要：
国の省力化投資補助金(カタログ注文型)やＩＴ導入補助金（インボイス枠

インボイス対応類型）を活用して省力化や生産性向上に取り組む中小企業・
小規模事業者等の負担を軽減しDＸ投資を促進するため、事業実施主体が要す
る経費に対し、補助金を交付。

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
64,000千円

執行スキーム：

省力化・生産性向上支援

大分県 補助金事務局 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・ＩＴ導入補助金、ものづくり補助金、持続化補助金
・新事業進出補助金（中小企業新事業進出促進事業）
・省力化投資補助金（中小企業省力化投資促進事業）

埼玉県草加市 事業者伴走型創業・再展開支援強化事業

事業目的：
物価高騰に直面する事業者等の経営体力の維持・強化を図る。

事業概要： 
商工会議所の相談員を増員し、専門人材による伴走支援体制を構築。事業

者の経営体力の維持・強化を図るため、企業に寄り添いながら、事業者の創
業、再展開期や事業承継等の事業活動を支援する。

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年2月

事業予算額：
13,000千円

執行スキーム：

伴走支援の強化

埼玉県草加市 草加商工会議所

関連する主な国の支援策等：
・商工会・商工会議所 巡回指導・窓口相談支援
（事業環境変化対応型支援事業 ）

・よろず支援拠点 専門家による相談対応・伴走支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

・地方公共団体による小規模事業者支援推進事業（自治体連携型補助金） 33



重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例

神奈川県川崎市 信用保証料補助金

事業目的：
物価高騰等による影響を受けている中小企業者等の資金繰りの円滑化を図

るとともに、金融機関が伴走型での支援を実施することにより、経営の安定
や収益力の改善を図る。

事業概要：
市融資制度の「伴走支援型経営改善資金」「伴走支援型経営力強化資金」

の信用保証料を補助。

事業実施期間：
令和6年4月～令和7年1月

事業予算額：
約162,000千円

執行スキーム：

金融支援

神奈川県川崎市 川崎市信用保証協会

関連する主な国の支援策等：
・経営改善サポート保証（中小企業信用補完制度関連補助事業）
・協調支援型特別保証（同上）等

長野県 中小企業経営構造転換促進事業

事業目的：
引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進し、

昨今の社会経済変化への対応や競争力強化への取組を支援する。

事業概要：
原材料価格等の高騰により厳しい経営状況にある県内中小企業の競争力を

強化するため、国の生産性革命補助事業への県単独の上乗せ補助を拡充（補
助対象枠・採択可能件数の拡充）

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
約170,000千円

執行スキーム：

経営構造転換の促進

長野県（現地機関） 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、持続化補助金
・新事業進出補助金（中小企業新事業進出促進事業）
・省力化投資補助金（中小企業省力化投資促進事業）
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佐賀県 佐賀型賃金upプロジェクト 中小企業生産性向上支援補助金

事業目的：
原材料やエネルギー価格の高騰、人材不足など厳しい経営環境の中で、県

内中小企業の生産性向上を図るために実施される補助制度。デジタル技術を
活用した業務改善や、生産効率の向上、新商品の開発、販路拡大など幅広い
取り組みを支援することで、企業の収益力向上に寄与。

事業概要：
①～③の全ての項目を満たす事業者に対して、設備投資等に要する費用の

３分の２を補助（上限あり）。
①令和5年10月15日から令和7年11月30日までに、事業場内最低賃金を5%
以上引き上げ、引上げに伴う賃金を支給していること。

②令和6年10月17日までに事業場内最低賃金を956円以上にしていること。
③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金を下回っていないこと。

事業予算額：
約250,000千円
※令和７年９月補正予算で実施。

執行スキーム：

最低賃金引上げへの対応

佐賀県 補助対象事業者

群馬県 ぐんま賃上げ促進支援金

事業目的：
物価上昇を上回る賃上げを実現することに加え、県内中小企業の稼ぐ力の

強化や生産性向上を支援し、継続的な全国トップクラスの賃上げを目指す。

事業概要：
従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合、一人当たり３万円又は5万円の

支援金を支給する。支給対象は、パートナーシップ構築宣言を要件化。

事業実施期間：
令和7年4月～令和8年3月

事業予算額：
2,700,000千円

執行スキーム：

一定額以上の賃上げに向けた取組支援

群馬県 補助金事務局 採択企業

関連する主な国の支援策等：
・パートナーシップ構築宣言
・商工会・商工会議所 巡回指導・窓口相談支援
（事業環境変化対応型支援事業 ）

・よろず支援拠点 専門家による相談対応・伴走支援
（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）

重点支援地方交付金を活用した賃上げ支援事例
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